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北九州市男女共同参画社会の形成の推進に関する条例 
                                                                           

平成14年3月28日条例第16号 

改正 平成14年6月24日条例第54号 
 

 

北九州市は、市民一人ひとりの人権が尊重され、安心して暮らすことができるまちづくりを進め

ている。これまで、多くの市民と協力しながら、男女平等の促進、女性の社会参画の支援、アジア

地域との女性の地位向上に関する相互協力など北九州市の実情に応じた様々な取組を行ってきた。 

しかしながら、男女の人権が尊重される社会を実現するには、なお一層の努力が必要とされてい

る。 

一方、少子高齢化の急速な進展など北九州市の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

まちづくりを進める上で、男女が、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮することがで

きる社会の実現が求められている。 

このような状況の中、男女が社会のあらゆる分野に共に参画し、共に喜びと責任を分かち合うこ

とのできる男女共同参画社会の形成は、市政の重要課題である。 

ここに、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、その実現に向けての基本理念を明らか

にするとともにその方向性を示し、市民、事業者と協力しながら、男女共同参画社会の形成の推進

に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、個人の尊重及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり男女の

人権が尊重される社会を実現すること並びに少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応できる豊

かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理

念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成

の推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

  (2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその



 

 

他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女 共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会におけ

る制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

３  男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の

団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われ

なければならない。 

４ 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければなら

ない。 

５ 男女共同参画社会の形成は、男女が互いの身体的特徴及び性に関する理解を深めるとともに、

性に関する個人の意思が尊重され、生涯にわたる健康の保持が図られることを旨として、行われ

なければならない。 

６ 男女共同参画社会の形成の推進が国際社会における男女共同参画社会の形成に関する取組と密

接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的な相互協力の下に行

われなければならない。  

 （市の責務）  

第４条 市は、前条に定める男女共同参画社会の形成に関する基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画社会の形成の推進に当たっては、市民、事業者、国及び他の地方公共団体

と相互に連携を図るとともに協力するよう努めなければならない。 

   (市民の責務) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野にお

いて男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する男女が、職業生活と家庭生活とを両立して

行うことができるようにするための支援を行う等男女共同参画社会の形成の推進に取り組むよう

努めなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関し、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に

協力するよう努めなければならない。 

 （人権侵害行為の禁止） 

第７条 何人も、性別による差別的取扱い、配偶者等に対する暴力、セクシュアルハラスメント（性

的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境



 

 

を害することをいう。）その他男女間において相手方に身体的又は精神的苦痛を与える行為が人

権を侵害する行為であることを認識し、これを行ってはならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の推進に関する基本的施策 

 （男女共同参画基本計画） 

第８条 市長は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の推進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

  (1) 総合的に講ずべき男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の大綱 

  (2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項  

３ 市長は、男女共同参画基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、北九州市男女共同参画審

議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、男女共同参画基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第９条 市は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施する

に当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

 （市民の理解を深めるための措置） 

第10条 市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるよう適切な

措置を講ずるものとする。 

２ 市は、基本理念に関する市民の理解を深めるため、学校教育、社会教育その他の教育活動にか

かわる者に対して適切な支援を行うものとする。 

 （相談） 

第11条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によっ

て人権が侵害された場合における市民からの相談を処理するため、関係機関と連携して、適切な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （調査研究） 

第12条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものと

する。 

 （国際的な協力のための措置） 

第13条 市は、アジアの地域をはじめとする海外の地域との情報の交換その他男女共同参画社会の

形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るための適切な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

２ 市は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、国際社会における男女共同参画社会の形成

と貧困、人口、開発等の問題とが密接に関連していることを考慮して、これを行うものとする。 



 

 

 （市民及び民間の団体に対する支援） 

第14条 市は、市民及び民間の団体による男女共同参画社会の形成の推進に関する取組を支援する

ため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （男女共同参画センター） 

第15条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び民間の団体

による男女共同参画社会の形成の推進に関する取組の拠点となる施設として、男女共同参画セン

ターを設けるものとする。 

 （年次報告） 

第16条 市長は、毎年、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の実施状況について、報告書

を作成し、これを公表しなければならない。 

 

第３章 北九州市男女共同参画審議会 

第17条 市に北九州市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の推進に関する基本的な方針、基本的な政策及

び重要事項を調査審議し、及び意見を述べること。  

 (2) 男女共同参画基本計画に基づき市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の

実施状況について意見を述べること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務 

３ 審議会は、委員２５人以内で組織する。 

４ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満であってはならない。 

５ 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。 

６ 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係機関の代表者、市民その他市長が適当と認める

者のうちから市長が任命する。 

７ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 委員は、再任されることができる。 

９ 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

付 則 （平成１４年北九州市条例第16号） 抄 

  （施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

 （任期の特例） 

付 則 （平成１４年北九州市条例第54号）  

この条例は、平成１４年６月２４日から施行する。 



 

 

第１２期北九州市男女共同参画審議会委員名簿 

（任期：～令和８年３月３１日） 

 
氏 名 所 属 等 

 

１ 安部
あ べ

 直
なお

孝
たか

 日本放送協会北九州放送局 コンテンツセンター長  

２ 大河内
お お こ う ち

 哲子
て つ こ

 北九州市女性団体連絡会議 会長  

3 大淵
おおふち

 晶
あきら

博
ひろし

 市民委員  

４ 下田
し も だ

 泰奈
や す な

 北九州市立大学 地域戦略研究所 特任研究員  

５ 千住
せんじゅう

 正久
まさひさ

 
福岡県警察本部 生活安全部 
人身安全対策課 管理官 

 

６ 玉井
た ま い

 利生
と し お

 日鉄ケミカル＆マテリアル労働組合 組合長 
 

７ 田丸
た ま る

 陛子
の り こ

 北九州市立大蔵中学校 校長 
 

８ 名村
な む ら

 知美
と も み

 
株式会社安川電機 総務・リスクマネジメント本部 
総務部長 

 

９ 野依
の よ り

 智子
と も こ

 福岡女子大学 国際文理学部 教授  

１０ 濱
はま

西
にし

 菜々子
な な こ

 市民委員 
 

１１ 原田
は ら だ

 泰
やす

伸
のぶ

 福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課長 
 

１２ 廣
ひろし

重
しげ

 純理
じ ゅ ん り

 弁護士 
  
 

１３ 堀田
ほ っ た

 靖
やす

治
はる

 北九州商工会議所事務局長 兼 総務企画部長 
 

１４ 桝
ます

尾
お

 美栄子
み え こ

 北九州市立男女共同参画センター 所長 
 

１５ 安河内
や す こ う ち

 恵子
け い こ

 九州工業大学 名誉教授 会長 

１６ 湯淺
ゆ あ さ

 墾
はる

道
みち

 明治大学 専門職大学院ガバナンス研究科 教授 副会長 

１７ 渡辺
わたなべ

 恭子
き ょ う こ

 北九州市医師会理事 
 

（５０音順、令和７年７月時点） 


